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■九州ブロック官庁施設保全連絡会議を開催

■今夏の政府の節電行動計画

■保全実態調査、意見照会へのご協力お願いします

■台風・大雨の備えは万全ですか？

■営繕事務所だより（鹿児島営繕事務所）

平成２４年度
保全連絡会議とは・・・

施設管理者に適正な保全業務を効率的に実施して頂くために、保全に関する有効な情報提
供と意見交換を行う場として、毎年会議を開催しています。

平成24年6月11日（月）に福岡第２合同庁舎において、九州管内の各府省ブ

ロック官署の施設保全責任者を対象に保全連絡会議を開催しました。会議には、
３２官署延べ５９名が参加しました。
議題「今夏の節電対策について」では、各府省の官庁施設における節電の取

組を技術的に協力・支援する立場から、身近にできる節電事例を紹介しました。
７月に九州各地で「地区官庁施設保全連絡会議」を開催します。実際に建物

を管理されている保全担当職員を対象に、実務に即した保全情報を提供します。

会議風景

節
電
対
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６月５日には、電力需要に関する検討会合幹事会から、「今夏の政府の節電行動計画」が発出されました。今回
は、節電に係る具体的な取組をお知らせします。

１ 空調に係る節電

①冷房中の室温を２８度に設定しましょう

温度設定器がある場合は、２８度に設定し
ましょう。設定方法がわからない場合は、メ
ンテナンス業者に確認しましょう。

保全ニュース九州36号でも、

紹介しましたが、空調時はブ
ラインドを下げて日差しを
カットしましょう。
ブラインドを下げると日射

量の約45％の遮蔽する性能が

あります。
また空調していない部屋も

含めて下げましょう。

同じ部屋の中でも温度がば
らついている場合は、扇風機
を使うなどして均等になるよ
うに工夫しましょう。

福岡第２合同庁舎福岡市平成24年７月 6日（金）福岡・佐賀地区

長崎県総合福祉センター長崎市平成24年７月13日（金）長崎地区

熊本地方合同庁舎熊本市平成24年７月 17日（火）熊本地区

大分河川国道事務所大分市平成24年７月25日（水）大分地区

鹿児島合同庁舎鹿児島市平成24年７月19日（木）鹿児島地区

宮崎合同庁舎宮崎市平成24年７月26日（木）宮崎地区

開催場所開催地開催日地区官庁施設保全連絡会議（地区名）

②ブラインドの適切な調整を
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２ 照明に係る節電

①不要な照明の消灯や間引き

②白熱電球の原則使用禁止

※代替品のない場合は除く

３ ＯＡ機器、その他の機器に係る節電

①使用していないＯＡ機
器等の電源プラグを抜
くこと等により待機電
力が削減できます。

②パソコンのディスプレイ
の輝度調整等の設定、
スリープモード等の活用

４ 共用部分に係る節電

①暖房便座、温水洗浄便座の停止

③冷水器の停止

④自動販売機の消灯要請

④サーバー室等の個別空調
機器の適切な温度設定

サーバー室は24時間年

間を通して使用されますの
で僅かの温度設定の差で
も大きなエネルギー削減に
なります。
また、個別空調系統のド

アは必ず閉めてください。

２８度
に設定

サーバーに
合わせた
温度管理を、
サーバーメー
カーに相談し
てください

全館空調系統 個別空調系統

サ
ー
バ
ー

事務室 サーバー室

一般的な事務室の照度は、
500～750ルクス程度です。最

近の建物では明るさセンサー
が設置され照度設定を変える
ことが可能です。業務に支障
のない範囲で照度を下げてみ
ましょう。また、業務等に支
障のない場所は、消灯を心掛
けましょう。

・タイマー等の節電機能があ
るかを取扱説明書等で確認し、
利用するようにしましょう。
・年間を通じて暖房便座に
なっている場合がありますの
で夏は設定をOFFにしましょ
う。

③執務室で使用する冷蔵庫及び電子
レンジの数の集約化

②電気ポット、コーヒーメーカー等の
原則禁止

③換気風量の適正化

中央管理方式（機械室に空調機器等を設置して全館空調を
行っている施設）では、空気環境測定を行っています。
空気中の二酸化炭素(CO2）濃度は、空気の汚れを示す指標

の１つとなります。CO2測定値が環境基準値（1,000ppm）を
下回れば空気環境としては良好ですが、冷房中の室内を
1,000ppmに近づける設定を行うことにより、高温の外気（新
鮮空気）導入量の削減が図られ省エネルギーとなります。

この作業は、メンテナンス業者等による作業が必要ですの
で、メンテナンス業者へ相談して行ってください。

自動制御盤

設定数値の変更
必ずメンテナンス業者へ相談
してください。

九州地方整備局では、各府省の官庁施設の管理者等に対する技術協力・支援に係る連絡窓口を本局及び営繕
事務所に設けていますので、お気軽にご連絡ください。

営繕部 保全指導・監督室 担当者 室長補佐 熊本営繕事務所 担当者 技術課長
鹿児島営繕事務所 担当者 技術課長 ※連絡先は最終ページに記載しています。

１ 空調に係る節電（つづき）

業務に支障のな
い照明は消しま
しょう
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そろそろ
シーズン？

被害があったら… 台風や大雨の時に被害があった場合は、保全指導・監督室又は各営繕事務所まで
ご連絡下さい。

◆施設の点検のポイント

・屋上、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝの排水状況はよいか
・排水溝に泥が溜まっていないか
・ガラスの破損等はないか
・外壁仕上げ材の剥落、浮き等はないか
・樹木の枯枝、倒れの恐れはないか
・防水堤、止水板は動くか

・オイルタンクの漏洩検知管に変形、
損傷及び土砂等の堆積物はないか

・警報機能の確認
・換気ファン等の動作確認

・アンテナや機器類の固定状況はよいか
・非常用照明の点灯はよいか

台風・大雨が来る前に、
施設を点検する時にお使い
ください。
九州ブロック官庁施設保全連絡会
議で配布しましたが、地区毎の保
全連絡会議でも配布します。

入力期限近づく

■ 保全実態調査入力期間 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省平成２４年７月１３日（金）まで

入力期間以降、調整課、保全指導・監督室及び各営繕事務所から調査内容についての問い合わせを行う場合

がありますので、引き続きご協力をお願いいたします。

建築保全業務共通仕様書（平成２０年版）等を改定予定です。

国土交通省官庁営繕部では、 適正な保全業務の実施のため、「建築保全業務共通仕
様書（平成20年版）」「建築保全業務積算基準（平成20年版）」「建築保全業務積算
要領（平成20年版）」を各省各庁の施設管理者に活用いただくようお願いしていると
ころですが、内容の充実を図るべく、現在、改定に向けての準備作業を進めています。
つきましては、これら基準類の内容について、記載項目の修正、新たな項目の追加

等について「施設管理者の声」をお聞かせ願いたいと考えております。
九州地方整備局から九州内のブロック機関宛に意見照会を行わせて頂きます。もし

ご意見がございましたら、ぜひお寄せください。回答期限は、7月31日（火）とさせて
頂きます。 「建築保全業務共通仕様書」

2.ルーフドレン及びとい



～営繕事務所だより（２４）～ 鹿児島営繕事務所

事 務 局 保全指導・監督室 保全指導係 TEL 092-476-3539
九州地方整備局営繕部 調整課 保全企画係 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7          熊本営繕事務所 技術課 TEL O96-355-6122
TEL O92-476-3537 〒860-0047  熊本市西区春日2-10-1
FAX 092-476-3486                        鹿児島営繕事務所 技術課 TEL 099-222-5188
E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ tatemono-hozen@qsr.mlit.go.jp 〒892-0816  鹿児島市山下町13-21

鹿児島営繕事務所で保全実地指導を行った際に、「どの消火用設備が庁舎に必要ですか？」などの質問を受けます。
また、保全実態調査（BIMMS-N）の入力項目でも『消防用設備の点検』が有ります。
今回はそんな消防用設備のなかでも身近にある『消火器』の設置基準について紹介します。

～ 消火器は消防法などの設置基準に則り設置しましょう ～

１．設置が必要な建物は？
事務庁舎の場合は延面積300㎡以上の場合は

設置が必要です。 （算出例：300㎡ ＜ 800㎡
なので設置が必要！）

２．どんな消火器を設置すれば良いですか？
（必要能力単位）

耐火構造（鉄筋コンクリート造等）の場合は、
必要能力単位 ＝ 延面積 ÷ 400㎡で計算します。

〔算出例：800㎡ ÷ 400㎡ ＝ 2（必要能力単位）
（端数は切上げ。）〕

３．何本設置しますか？
「２．」で算出した必要能力単位は、消火器の

「Ａ（普通火災）」の能力単位となります。（Ｂ
は油火災、Ｃは電気火災）
設置台数は「２．」で計算した『必要能力単

位』 ≦ 『設置する消火器の能力単位合計』と
なります。

設置の注意事項も有りますの、専門業者に確認してから
設置をして下さい。

４ その他

消火器表示例

消火器の裏に耐用年数が表示されて
いますので、確認してください。また
消火器の法定点検も確実に実施しま
しょう。

消火器
箱でふさ
いでいる

消火器
ケースに
お盆が
載って
いる

消火器

机の奥
に消火器
が置かれ
ている

※算出例では、「延面積800㎡の事務庁舎〔平屋建て・耐火構造・地下及び無窓階無し〕」の場合とします。

１１２必要本数

３２１能力単位

１０号６号３号消火器

算出例：必要能力単位が「2」なので、

下表の消火器のいずれかの号数での必要
本数が必要

４ 保全実地指導での指摘事項

保全実地指導（「官公庁施設の建設等に関する法律」第13条の規定に基づく保全に関する指導）の際に、保全指導担当

者が気付いた事例を紹介します。

『消火器の点検』は6カ月に1回、適正な配置、損傷、機能に
ついて、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により
確認します。
詳しい『点検種別』と『点検期間』については、『消防法告

示第9号』、『点検基準』については『消防法告示第14号』に
記載されています。

また、消火器の薬剤容量（大きさ）で能力単位が
違いますので注意して下さい。

事例１）

消火器の設置位置が一目で確認できない。

事例２）

消火器の耐用年数の期限切れ

５ 『点検期間」と 『点検内容』

迅速に消火できるように、適切なご対応をお願いします。
法定点検の実施を
耐用年数の確認を

★詳細は下記のHPを確認して下さい。
平成16年 5月31日消防法告示第 9号 http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030200140.htm
昭和50年10月16日消防庁告示第14号 http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030200150.htm

標識と消火器が一目で
見えるように障害物を

なくしましょう


